
 

 

 

 

 

災害派遣精神医療チーム（DPAT）の体制 

１ 体制 
岩手県地域防災計画、岩手 DPAT運営要綱、岩手 DPAT運用計画等に基づき、DPATの活動等について指揮及び

協議等を行う。 
 

(１) 平時の体制 
  DPAT運営委員会 
 
(２) 災害時の体制 
 ・ 岩手県保健医療調整本部、いわて災害医療支援ネットワーク 
 ・ 岩手県 DPAT 調整本部、DPAT 活動拠点本部 
 ・ DPAT 運営委員会 
 

３ 災害時（続き） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(３) 岩手県保健医療調整本部・いわて災害医療支援ネットワーク 
  大規模災害時には県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療活動の総合調整を行う「保健医療活
動本部」を設置し、保健福祉部長が保健・医療関連の各種支援及び調整を行う。 

  また、医療政策室は「いわて災害派遣医療支援ネットワーク」を設置し、被災地の要請の下、医療支援
チームの派遣調整や医療機関の支援等を行う。 

  

２ 平時 
  「DPAT運営委員会」を開催し、DPATの運営等に関し必要な事項を協議する。 

 【所掌事務】 
・ 岩手 DPATの運営に関すること 
・ 岩手 DPATの活動の検証に関すること 
・ 研修のあり方に関すること 
・ その他必要な事項に関すること 

 

３ 災害時 
  

 
(１) 岩手 DPAT の出動検討 

災害等が発生した場合、DPAT 派遣要請の有無に関わらず、災害等の状況を踏まえ、岩手 DPAT 統括者

や障がい保健福祉課、精神保健福祉センターと協議し、岩手 DPAT の出動の必要性を検討する。 

（※ 知事が、岩手 DPAT の出動を要請する。） 

 
 
 

【体制】 

 

 

 

      保健福祉部（保健医療調整本部） 

担当課 所管等 

保健福祉企画室 保健福祉部全体の総括 

避難所の運営等の応援 

健康国保課 保健師・栄養士（健康相談） 

薬剤師の派遣（医薬品） 

地域福祉課 災害派遣福祉チーム 

日赤との連携 

長寿社会課 介護施設入所者支援等 

障がい保健福祉課 DPATの派遣（DPAT調整本部） 

こころのケア 

子ども子育て支援課 児童福祉施設支援等 

医療政策室 DMAT・医療救護班、ICAT 

災害医療支援ネットワーク会議 

医師支援推進室 他課応援 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 岩手県 DPAT 調整本部・DPAT 活動拠点本部  
岩手 DPAT運営要綱第７条の出動基準に該当する災害等が発生した場合は、岩手 PDAT運用計画（以下「運

用計画」という。）第５に基づき、知事が必要に応じて、県内の DPAT活動を統括するために、県庁内に岩

手県 DPAT調整本部を設置する。また、岩手 DPATの出動を要請した場合は、運用計画第５に基づき、知事

が必要に応じて、被災地域の保健所圏域又は市町村単位での DPAT 活動を統括及び調整するために、原則

として災害等が発生した地域内の保健所等に DPAT活動拠点本部を設置する。 

 （※ DPAT調整本部は、DPAT出動要請調整及び派遣先調整等を行う。） 

 

 

 

 

 

 
 

【DPATの指揮系統例と役割】 

   

「出典：平成 29年度 DPAT先遣隊研修資料」 

 

連携 

(４) DPAT 運営委員会 
  ２の「平時」に記載のとおり、DPATの運営等に関し必要な事項を協議する。 

県災害対策本部 

【被災地】 

現地保健所が主体となり

設置する「医療・保健等

の調整会議」 
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【いわて災害医療支援ネットワーク】 

【活動内容】 

・ 医療支援チームの派遣調整・避難所への配置・差配等 

・ 各種支援申し出の情報共有、差配 

・ 医療等救護活動状況の情報共有、対策の検討等 

・ 被災地（現地）への情報提供 

・ 各種支援チームの活動状況の把握、情報共有 

・ 避難所の環境改善対策の検討    …など 

 

【構成団体】 

本部災害医療コーディネーター、 

岩手医大、県医師会、岩手県等 

保健、医療、福祉関係団体で構成 

 

連携 
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